
議長（門 瀧雄） 

ご異議なしと認めます。 

よって本案は、原案の通り可決することに決定いたしました。 

 日程第24、議案第22号 町長等の給与等の特例に関する条例（案）の制定に

ついてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長公室長、高嶋君。 

町長公室長（高嶋 好弘） 

議案第22号 町長等の給与等の特例に関する条例（案）の制定についての提

案説明を申し上げます。国は、東日本大震災の復興財源確保のため、昨年度か

ら２年間、国家公務員の給与を引き下げ、地方公務員に対しても国家公務員の

給与削減処置を踏まえ、これに準じて必要な処置を講じるものであります。そ

れにより、町長、副町長、教育長、職員の給料を削減する条例を制定するもの

であります。１ページをご覧ください。町長等の給与等の特例に関する条例の

第１条には、町長及び副町長の給料月額の削減率を、町長８％、副町長６％、

第２条には、教育長の給料月額の削減率を６％としています。ただし、期末手

当の額の算定基礎となる給料月額には連動しないものとします。引き続きまし

て、第３条には、一般職の職員の給料月額の削減率ですが、２ページをご覧く

ださい。６級の職員は５％、５級の職員は４％、３級、４級の職員は３％、２

級の職員は２％、１級の職員は１％としています。ただし、手当の額の算定基

礎となる給料月額と差額給料との合計額には、連動しないものとします。なお、

附則としまして、第１号として、この条例は、平成25年10月１日から施行する。

第２号として、この条例は、平成26年３月31日限り、その効力を失うものでご

ざいます。以上、簡単ではございますが、提案説明をさせていただきました。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

議長（門 瀧雄） 

 これをもって、提案者の提案理由の説明を終わります。 

これより、質疑を開始いたいます。 

尾崎君。 

議員（尾崎 忠義） 

 只今、提案説明がありましたが、総額でいくらぐらいになるのか、ちょっと

お答え願えたいと思います。 

議長（門 瀧雄） 

  町長公室長、高嶋君。 

町長公室長（高嶋 好弘） 

  尾崎議員の質問にお答えします。特別職と職員を合わせた人件費の削減額



は約1,200万円でございますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げ、質

問の答弁とさせていただきます。 

議長（門 瀧雄） 

  次、村岡君。 

議員（村岡 清邦） 

 いくつか質問がありますが、一つずつさせていただきたいと思います。まず

始めに今回、この条例案の制定にいたるまでの諸手続きといいますか、その経

過についてご説明をいただきたいと思います。 

議長（門 瀧雄） 

 町長公室長、高嶋君。 

町長公室長（高嶋 好弘） 

  村岡議員の質問にお答えします。先ほども申しましたが、国が東日本大震

災の復興財源確保のため、削減していますので地方公務員にもそういうこと

に準じて処置を行うものでございます。 

議長（門 瀧雄） 

  村岡君。 

議員（村岡 清邦） 

  私の質問が少し理解をいただけていなかったのかなというふうに思ってい

ますが、提案をするまでには対応との協議、あるいはそれなりの機関との協

議等も含めながら進めてこられたと思うのですが、そこら辺りがどういうよ

うな経過になっているのかお尋ねしたわけです。 

議長（門 瀧雄） 

  はい。高嶋君。 

町長公室長（高嶋 好弘） 

  村岡議員の再質問についてお答えします。職員の方々にこの提案をしまし

て、皆さんにご理解を得て、提案をいたしましたのでご理解を賜りますよう

お願いを申し上げ、再質問の答弁とさせていただきます。 

議長（門 瀧雄） 

  はい。村岡君。 

議員（村岡 清邦） 

  これは議案提案、総務委員会形式だと思っておりますので、再質問という

のにあたらないと思いますので、それで質問させていただきたいと思います。

今回の条例は町長など、町長、教育長、副町長、さらには職員の条例を定め

る条例というふうに私は理解をいたしております。そこで、特別職等の報酬

等審議会等が開催をされたのか、そのことについてお尋ねをいたしているも

のでございます。 



議長（門 瀧雄） 

  はい。高嶋君。 

町長公室長（高嶋 好弘） 

  村岡議員の質問にお答えします。特別職等の報酬審議会等は現在いたして

おりませんのでよろしくお願いします。 

議長（門 瀧雄） 

  はい。村岡君。 

議員（村岡 清邦） 

  多度津町特別職等審議会条例の第２条には「町長は議会の議員報酬の額な

らびに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しよう

とするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴く

ものとする」という定めがございます。残念ながら、そういう手続きをなさ

っていないということでありますので、私は少しその手続きに遺漏があった

のではないかというふうに思います。この質問はそこまでに留めておきます。

次に副町長にお尋ねをいたします。副町長さんは香川県の職員として、これ

までご活躍をなされ、いろいろなことに精通をされておったと思います。そ

うした中で地方交付税について、その性格等についてどのようなものなのか、

あるいはその総額がどういうように定められているのかについてお答えをい

ただきたいと思います。 

議長（門 瀧雄） 

  副町長どうぞ。 

副町長（亀井 孝行） 

  只今のご質問にお答え申し上げます。地方交付税につきましてはの国税三

税等の一定割合を地方の財政状況に応じて配分するものでございまして、こ

れは地方独自の財源と考えてございます。それからそういう性格であるもの

と考えております。これにつきましては、そういう性格でございますので、

多度津町のほうに地公交付税を毎年いただいていますけれども、これは多度

津町独自の財源と考えてございます。 

議長（門 瀧雄） 

  村岡君。 

議員（村岡 清邦） 

  只今、副町長のほうから地方交付税については地方固有の財源であるとい

うような明確な答弁をいただきました。今、国では地方分権、あるいは経済

対策というような中で、法人税の復興財源に充てた増税の部分に関してはこ

れを廃止しよう。さらにその部分に関しては賃金をその分引き上げに向けた

行動につながるような働きをしていこうと。こういうような働きかけを今、



国のほうでは進めております。そうした中において多度津町がことここに至

って給与を削減するというようなことに至ったことについて副町長のほうか

ら説明をお願いしたいと思います。 

副町長（亀井 孝行） 

  只今のご質問にお答えいたします。経過につきましては東北大震災の復興

財源に充てるために国家公務員の給与の削減が平成24年度ならびに25年度に

ついて行われておりまして、地方におきましても国家公務員の状況に合わす

ことについて国からの要請がございまして、これに応える形、ならびに地方

交付税制度につきましては先ほど答弁いたしましたように、町独自の財源で

はございますが、国家公務員の状況ならびに他の地方公共団体の状況、県内

におきましても、県あるいは各市町におきまして、国家公務員に合わせる形

で一定の職員の給与削減措置が行われている状況にございまして、他の団体

との均衡を図ることおよび東北の大震災の復興財源ということにつきまし

て、多度津町としても一定寄与する必要があると考えましたので、この条例

案を提案したものでございます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

議長（門 瀧雄） 

  村岡君。３回以上超えていますので。重要な、何かあるんですか。 

議員（村岡 清邦） 

  今、議長さんから差し止めみたいなお話ですが、議案が提案をされ、それ

に対する質疑については何回やっても私は構わない。一般質問については再

質問、再々質問までというような規定がございます。そのことについては、

私は十分理解をいたしているつもりでございますので。 

議長（門 瀧雄） 

  はい。村岡君。 

議員（村岡 清邦） 

  今、副町長さんから説明もありました。地方交付税は財政調整機能と財政

の保証機能の２つの意味合いがあるというようなことで、これまでずっと踏

襲をされてきております。それは、それなりに脆弱な財政状況の自治体ある

いは裕福な自治体がありますが、日本の国内においてはそれがある程度平準

化するような状態にもっていきたい。こういうことからこの地方交付税制度

が創設をされたものと理解をいたしております。その中で私は今、なぜそう

なのかなと本当に残念に思うわけであります。それはあの東北の大震災が起

きたときに、一番になってその救助活動、あるいは津波が襲ってきています

よというようなことを地方の職員が、市や町の職員が先頭になってそのこと

を救助あるいは災害の復興に向けた取り組みを一番になってやってきたのは

市あるいは町の職員でなかったのかな。それは身を呈してまでも、あの消防



庁舎の中で放送を続けた女性が亡くなったことを見ても、一番にそのことを

願いながら一生懸命仕事をされた。私は先頭になって仕事をする町、市の職

員の給与が一番に削られるということに対して、非常に残念に思うものであ

ります。ましてやそのことが私はそうした危険な状況の先頭に立って働く人

こそ給与の減額があってはならないことかなというふうにも思います。そん

な中で、多度津町が国に準じてというような説明がございましたが、その国

に準ずることなく、多度津町が独自の固有の財源を確保するという意味合い

の地方交付税であれば、それを最大限に活用しながら運営をされる方法も一

つの方法ではなかったのかなというふにも思います。そうしたことから、私

は今回、今、減額というようなことで対応等の協議をされたというふうにも

思っています。一にこの関係機関との協議ができていない部分がありますが、

その部分に関しては、私は非常に残念に思うものでございます。後、一つ二

つ。今回の給与、６級から１級までの職員の削減を行いますよ。総額では1,2

00万円になりますよ。その級別の職員数についてお知らせをいただきたい。

それから、級別の職員数とともに賞与については、級がそれなりの級におい

ては傾斜配分が支給されておりますが、この率についてお知らせをいただき

たいと思います。 

議長（門 瀧雄） 

  はい。高嶋君。 

町長公室長（高嶋 好弘） 

  村岡議員の質問にお答えします。等級別の人数ですが６級が15名、５級が2

4名、４級が43名、３級が59名、２級が24名、１級が29名でございます。それ

と期末手当、勤勉手当の加算措置の割合ですが、６級が15％、５級、４級が1

0％、３級が５％となっております。以上です。 

議長（門 瀧雄） 

  渡邉さん。先に何かありますか。 

議員（渡邉 美喜子） 

  失礼します。12番、渡邉美喜子。議案第22号 町長等の給与等の特例に関

する条例について反対の立場で質疑をいたします。国は国家公務員給与の臨

時削減を地方公務員にも要請することを本年１月24日に閣議決定いたしまし

た。これを受け、地方公務員の７月からの給与削減を前提とした地方交付税

削減を組み込んだ国の予算が成立したものであります。この地方交付税削減

に伴い… 

議長（門 瀧雄） 

  渡邉さん。これは討論のときの分ですね。 

議員（渡邉 美喜子） 



  はい。 

議長（門 瀧雄） 

  今は質疑をやっているんですが。 

議員（渡邉 美喜子） 

  質疑のつもりでいます。それで聴いてください。 

 この地方交付税削減に伴い、本町の職員、特別職の給与カットを行うもので

す。このように国が東日本大震災の復興財源確保のため、国家公務員の給与

削減措置に準じて、地方交付税の給与削減を求めるとともに地方交付税を削

減した行為は地方交付税法第３条２項「国は交付税の交付にあたっては地方

自治の本旨を尊重し、条件をつけ、またはその使途を制限してはならない」

という地方交付税法に明らかに違反した行為であり、地方自治の根幹に関わ

る大きな問題であります。またそもそも、その地方自治の給与は公平、中立

の知見を踏まえつつ、議会や住民の意思に基づき、地方が自主的に決定すべ

きもので地方交付税の減額を行い、地方公務員の給与カットを国が要求する

ような姿勢は断じてあってはならないと考えています。また地域経済の再生

なくして日本経済の再生なしと、国と地方の共通認識から大きくかけ離れて

います。またつい最近にもマスコミ等の報道でもあるように、東日本大震災

の復興財源といいながら、その予算執行につきましては無関係な事業に使わ

れていることが多く判明し、現在追及の真っただ中でもあります。このよう

な信頼を失った予算財源のため、国に協力することより、地方自治体が自主

的に、直接被災地に届けたほうがより効果的であるとも考えます。地方自治

体は国家公務員の給与がカットされる前から財政改革で人員削減や給与カッ

トなど自主的に進めてまいりました。その努力を無視して地方交付税削減を

一方的に押し付けてきた国のやり方に怒りを覚えます。地方公務員や特別職

の給与を削減することは… 

（発言する者あり） 

議員（渡邉 美喜子） 

  今質問をしているのですけど。質問がありますので、最後まで聴いてくだ

さい。 

地方公務員や特別職の給与を削減することは民間の賃下げにもつながり、地

域経済の悪化が目に見えています。今後、これ以上の給与削減はないものと

考えます。地方分権が叫ばれる中、国が地方をコントロールしようとする姿

勢、また行為に対して地方議員が、また地方議会が大きな反対の声を上げな

くては今後、ますますこのような事態を招き、地方自治の自主性は崩壊し、

地方は国の属国となることが懸念されてなりません。私は地方議員の一人と

して、このことを同じ地方議員の皆さんにもう一度お考えをいただき、良識



ある判断をお願いしまして意見を終わりたいと思います。また町長にお伺い

します。今後の町長のお考えはどういうふうに思われているのかお願いいた

します。終わります。 

議長（門 瀧雄） 

  丸尾町長。 

町長（丸尾 幸雄） 

  今、渡邉美喜子議員からご質問を受けましたけれども、その前に村岡議員

からもご質問がありました。そのお二人の答えとして、私の考え方、また、

気持ちをお伝えしたいと思っております。この職員の給与削減ということを

現政権が表したときに、それは国家公務員の給与を7.8％下げたから、それに

準じて地方公務員も下げなさいと、その下げるその財源を、地方交付税をカ

ットするから、その地方交付税カット分にその給与削減分を充てなさいとい

うお達しでした。このことに対しては47都道府県、約1,700あります市町村の

首長ですね。もうほとんどが反対です。こんな理不尽なことをなぜ国がする

のかということですね。これは大きな問題だなと思いました。その中で私ど

もも町村会、また今、中讃広域、そして善通寺、琴平、まんのう、多度津町、

この中讃エリアの中でもいろいろと首長同士で話をしました。その中で地方

交付税がカットされる。これは今、地方６団体が国にそれをお願いに行って

も、それはもうだめだと。地方交付税をカットするということになりました。

それでそれぞれの都道府県、また市町村でも自分の財政を守るため、そのた

めにカット分をどこかで工面しなければならない。その中で職員にもお願い

をしなければいけないという市町村がほとんどであります。先ほど申しまし

たように、私ども中讃広域行政の中で話をしている、いろいろなところでも

そういう考えであります。これはもう一度言いますけど、これは理不尽なこ

とです。これはこういうことを今から続けることは絶対に許されることでは

ありません。ただ多度津町の財政状況を考えてみますと、今、多度津町はい

つも私申し上げておりますように借金が多いです。そしてその借金を返済し

ながら、中学校、それから消防庁舎、そして幼稚園の耐震補強、様々なとこ

ろで財源が必要になってきます。その中で多度津町の財政、私は常に申し上

げておりますが、財政規律は絶対に乱さない。これは私、何があっても財政

規律は乱すべきではない。今、私の財政運営の中の根本的な考えというのは

選択と集中の中で優先順位を決めて、そして費用対効果を最大限上げるため

の財政運営、そのためには財政規律は必ず、基礎的にそれは守らなければい

けない。それが私の考えであります。その中で今、地方交付税がカットされ

る。それをどういうふうにして賄っていくかというのは大きな問題です。そ

れを今、地方交付税のカット分というのは約2,400万か2,500万です。それは



交付税カット、7.8％カットされました。それから元気が出る交付金をいただ

きます。それをすべて差し引いた金額が2,400万か2,500万だと記憶しており

ます。その中で職員に大変いつも行政運営で一生懸命やっていただいており

ます。ありがたく思っております。ただその人たちに全部を負担してもらう

のはとてもじゃない。忍びがたいです。ですからこれは課長会でもお話をし

ました。そして課長会の中でお話したことは、これは最小限、そして若い職

員にはなるべく負担をかけたくない。入ったばっかりの職員にそんな負担を

かけるということは忍びがたいです。それと６級まである、その６級の一番

上限も少なくしたい。できるだけ少なくして削減率を決めたいといった中で、

1,200万の削減案が出てきました。そして当然それでは賄えきれないわけです

から、それは私ども全職員が一丸となって経費節約をして、その不足分を何

とか頑張って賄っていこうという考えの中で、この案を今日提出させていた

だきましたので、ご理解賜りますようにお願いを申し上げます。 

議長（門 瀧雄） 

  この質疑については一応これで終わりたいと思うのですが… 

 はい。村岡君。 

議員（村岡 清邦） 

  先ほど、在職者の人数、あるいは賞与の傾斜配分等についてご説明があり

ました。傾斜配分、賞与が少し割り増しになるというような傾斜配分だった

ようにも記憶しておるのですが、その率に応じたような形の、今回の是正措

置というのも一つの方法ではなかったのかなということも思いましたので、

ちょっとご確認をしただけです。よろしくお願いをしたいと思います。 

議長（門 瀧雄） 

  これについて質疑は終わらせていただきます。 

 これより、討論に入ります。 

 尾崎君。 

議員（尾崎 忠義） 

  11番、尾崎忠義でございます。 

 私は平成25年９月多度津町議会第３回定例会におきまして、議案第22号 町

長等の給与等の特例に関する条例（案）の制定について、次の点で反対の立

場で討論をいたします。現在、地方公務員は国による配置基準の切り下げが

影響し、国民生活に密着する生活、福祉、教育などの住民サービスの削減を

引き起こしており、地方自治体の一般行政や公営企業などでも、民間への移

譲、委託によって大幅に人員が減少しています。そして公務員労働者は、労

働基本権剥奪と同時に憲法を守る義務、憲法を守らない命令に対して告発す

る権利を同時に剥奪されました。また、憲法が保障している３つの権利保障、



１、自治体労働者の基本的人権、２、労働基本権回復を正面に据え、職務に

専念できる賃金水準保障の権利、３、「住民全体の奉仕者」として職務遂行上

の権利であります。これらが地方自治について、国が責任放棄と地方自治体

への丸投げによって、基本的人権を保障するための「住民の命と暮らしを守

る砦」「民主主義の土台」としての地方自治体における役所がないがしろにさ

れる動きが加速されてきております。今、安倍政権は目的外使用もあると指

摘されている復興財源という名目で国家公務員の7.8％賃下げと消費税増税

に国民の理解を得ることを理由に、地方固有の財源である地方交付税を削減

して「人事院勧告」「地方分権」「地方の努力」「労使自治」の原則に反する不

当、不法な給与削減措置を地方に押し付けてきています。今回の安倍内閣に

よる給与削減提案は憲法が保障する労働基本権剥奪の代償としての人事院勧

告に基づかないものであり、しかも、政府、総務省からの交付税制度をテコ

にした要請により行われた点で労働基本権や地方自治を規定する憲法、地方

公務員法に抵触するものであります。また交付にあたって、条件をつけては

ならないとする地方交付税にも反し、さらに大幅な不利益変更という労働契

約法の趣旨と精神を違えるものであり、幾重にもわたり、法違反の内容をも

っています。本来、地方公務員の給与は公平、中立な知見を踏まえつつ、議

会や住民の意思に基づき、地方が自主的に決定すべきものであり、国が地方

公務員の給与削減を強制することは、地方自治の根幹に関わる問題でありま

す。そして、地方交付税を国の政策目的を達成するための手段として用いる

ことは、地方の固有財源という性格を否定するものであります。また、この

賃下げは今に始まったことではありません。この10数年来、時の政権は一貫

して賃下げを行ってきました。それはさらに民間の賃下げにつながり、民間

が下がったからと、さらに公務員の賃金削減をと悪循環を繰り返してきまし

た。働く労働者の賃下げは、国民の購買力を奪うものであり、これでは内需

は冷え込み、地域経済への影響ははかり知れません。まさに、このことは国

が音頭をとってデフレスパイラルを推進することになります。また賃下げは

労働者にとって子育てや住宅の建設など、生涯の設計を狂わせられることに

なります。しかし、国が押し付けたからといって、すべての公務員の賃下げ

が行われているわけではありません。県内を見ましても「賃下げしない」と

表明している自治体もあり、議会で否決している自治体もあります。国は「地

方分権」だ、やれ「地方の時代」だと声高に言いながらも、時の政権のパフ

ォーマンスだけで、財政のやりくりをごまかし、公務員と民間労働者を低い

次元で競わせて賃金の引き下げ競争をさせるということであります。この度

の公務員給与削減により、わが多度津町にとっても消費は落ち込み、町関連

施設で働く労働者にも影響を及ぼし、かえって逆効果が生まれるのは必至で



あります。こうした一連の給与削減は、公務労働者に耐えがたい生活悪化を

もたらし、働きがいを失わさせるものであり、民間労働者や地域経済に与え

る影響もはかり知れないものがあります。 

  したがって、私は、議案第22号 町長等の給与等の特例に関する条例（案）

の制定についてには反対をいたします。以上。 

議長（門 瀧雄） 

  はい。村岡君。 

議員（村岡 清邦） 

  議案第22号 町長等の給与等の特例に関する条例（案）の制定について、

反対の立場で討論をさせていただきます。先ほど質問もさせていただきまし

た。そうした中にあって、今回、関係機関との協議等が逸脱をしている。そ

れはその関係機関の形骸化につながるのではないか。そのことも含めながら、

あるいは今、地方分権が叫ばれている中にあって、まさに中央集権化につな

がるような今回の措置が適当ではない。地方交付税は地方の固有の財源であ

り、また一般財源である。そのことについて、きちっと対応をしていただく。

そのことができていないことから反対をしたいと思います。 

議長（門 瀧雄） 

他にありませんか。 

 はい。渡邉君。 

議員（渡邉 美喜子） 

  討論ではございませんが、慣れないこともあり、先ほどの質問等に関しま

しては私、討論ということにさせていただきます。誤解をしまして申し訳ご

ざいません。以上です。 

議長（門 瀧雄） 

他にないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第22号についてを、採決いたします。 

本案を可決することに賛成の方の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

議長（門 瀧雄） 

起立多数と認めます。 

 よって本案は、原案の通り可決することに決定いたしました。 

 ここで15分間休憩いたします。 


